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（午後 １時００分 開 会） 

〇議長（北市勲君） ただいまからあらかじめご通

知申し上げましたとおり、会議規則第９条第２項の

規定により開議時刻を繰り下げ、これより平成29年

赤平市議会第１回臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、１番木村議員、４番竹村議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第２ 会期決定の件を議

題といたします。 

 今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ 諸般の報告であり

ます。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（栗山滋之君） 報告いたします。 

 諸般報告第１号ですが、市長から送付を受けた事

件は１件であります。 

 本会議に説明のため出席を求めた者につきまして

は、記載のとおりであります。 

 次に、本日の議事日程につきましては、第１号の

とおりであります。 

 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

全員出席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第４ 議案第206号赤平市

課設置条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。総務課

長。 

〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第206

号赤平市課設置条例の一部改正につきまして、提案

の趣旨を申し上げます。 

 今般企画財政課を企画課と財政課の２課に機構を

見直しましたことから、本条例の一部を改正するも

のでございます。 

 以下、改正の内容につきまして別紙参考資料の対

照表によりご説明を申し上げます。 

 第１条は、課の設置を規定してございますが、企

画財政課を企画課と財政課の２課にするため、字句

を改めたものでございます。 

 第２条は、課の分掌事務を規定してございますが、

総務課の項につきましては契約及び財産に関する事

務につきましては財政課に移行いたしますことか

ら、号を削除するなど改めるものでございます。企

画財政課の項につきましては、予算、その他財政に

関する事務につきましては財政課に移行いたします

ことから、企画課の項として改めまして、先ほど申

し上げました契約及び財産に関する事務、予算、そ

の他財政に関する事務を分掌事務といたしまして、

新たに財政課の項を追加するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成29年４月

１日から施行するものでございます。 

 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

若山議員。 

〇５番（若山武信君） ただいまの説明でございま

したけれども、内容以前の問題の前に、入り口でち

ょっと質問したいと思いますが、ただいま提案され

ました議案第206号赤平市課設置条例の一部改正に

ついてはなぜ臨時議会となったのか、これは理解で

きないので、この辺質問いたします。 

 まず、１つは企画財政課を企画課と財政課に分離

することは第１回定例会以前に、もしくは期間中に
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それは決まっていたと私は思っておりますが、なぜ

定例会中でなく、閉会翌日の23日午後からの人事異

動の発表において機構改革事項であります企画課と

財政課分離の発表となったのか。これが１点です。 

 ２点目には、機構改革事項については地方自治法

第96条の中に条例を設け、または改廃することは議

会の議決事項としてうたわれておりますし、赤平市

課設置条例や施行規則もそれに基づいて施行されて

いるわけでございます。法令を遵守しなければなら

ないわけでありますけれども、議会閉会翌日の発令

でありますし、このことは議会軽視というふうに私

は捉まえておりますが、いかがでしょうか。この２

点についてまず質問したいと思います。よろしく答

弁お願いします。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 私のほうからお答えさせ

ていただきたいと思いますが、まずなぜ臨時会にな

ったのかということでございます。課設置条例につ

きましては、過去５回改正をさせていただいており

ます。この改正の点におきましては、住民の権利、

利益の侵害が生ぜず、利益をもたらすような場合に

は遡及適用が認められているということでございま

して、機構改革を含め４回については全て遡及適用

で対応してまいったということでございます。今般

の機構改革におきましても前回同様直近の議会にお

いて遡及適用での提案をさせていただきたいという

ふうに考えておりましたところから、定例会での提

案はなかったわけでございますが、今般議会のほう

から遡及適用ではなくて、施行前の議決ということ

での要請がございましたので、このように臨時会で

対応させていただいたということでございます。 

 それとあと、もう一点、条例についてでございま

すけれども、今申しましたとおり、条例については

遡及適用の対象であるというふうに我々は理解して

おりましたので、直近の議会においての提案をした

いというふうに考えておりまして、決して議会軽視

ということではなくて、今までの方法に従いまして

提案をさせていただく予定でしたということでござ

います。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） ただいまの件について、専

決処分ということで過去にもありました。それ議会

から議会の途中でありまして、やむを得ない場合と

いうこともありまして、議会ではそんな大きな論議

とならずに今までそれを認めてきたわけでございま

すけれども、今回のように議会が終わって次の日と

いうのはいかがなものかと思うのです。やっぱり今

言ったような部分は避けなけ……専決処分というの

はできるだけ避けてほしいということは私のときか

らも今の議長からも常に言われてきたことなので

す。だから、専決処分を、これ大事な部分ですから、

機構改革という。このことを大事と捉えていないの

かどうかということにもつながってきますけれど

も、機構改革は大事なことですので、これからの行

政の運営に当たって、本当に大事なことですから、

我々も議論していかなければならないし、そこのと

ころに問題意識が欠けているのかなと私はちょっと

思うのですけれども、議会があったわけですから、

そこで人事もいろいろとその間にやってきたでしょ

うし、その以前にもう決まっている部分もあったで

しょうし、そうするとそこに機構改革が発生したと

いうことであれば、やっぱりそれを議会の中で決め

て、そして議会に提案することができたはずですよ

ね。だから、そういうことをしないで、専決処分を

目の前に置いて、６月に例えばやるというような話

が、ぎりぎりのところで今回いろんな経過からきょ

うに至ったのですけれども、それはやっぱり１週間

も２週間も間あいていればこういうことも、今の副

市長の話でいいのでしょうけれども、私はそうはな

らないと思うのです。機構改革、やはりきちっと定

例会の中で論じて、そして提案して、それが議決と

いうことなのです。地方自治法の中にもきちんと議

決案件としてうたわれていますので、ずるずるとと

いうのは途中の経過があるから、できませんでした、

できましたという部分で、今回の場合はちょっと違



 －7－ 

うのです。目の前に定例会あった中でそれをやらな

いで、そして次にかけようとして、いろんな論議の

中からきょうに至ってということだと思うのです。

私は、そういう意味でも年度をまたいでというのは

またいかがなものかと思っていました。だけれども、

きょうぎりぎりのところでセーフになるかと思いま

すけれども、万が一これ否決されたらどういうこと

になりますか、人事案件。きのうのきょうですから、

22日の後、23日にそういうことが午後から発表され

まして、それで24日の新聞で私たちも知ったわけで

す。内容については私はいい形になったのかなとい

うふうに思いましたけれども、次に思ったのはあれ、

何だと、議会で一言もなかったではないかと、機構

改革、このことなのです。まず、その点についても

う一回答弁お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 機構改革につきましては、

地方自治法の158条において首長の専権事項という

ことになってございます。そして、今回の議決につ

きましては、専決規定ではなくて、遡及適用という

ことでの説明でございますので、専決で勝手に決め

たということではございません。遡及適用というこ

とで直近の議会において提案し、議決をいただいた

ときには４月１日に上って治癒されるということで

理解してございまして、決して専決ということでは

ないということでご理解いただきたいと思います。

そして、首長の専権事項でございますので、そこに

つきましてはある程度のやはり決定までの期間とい

うのは多少時間を要していたということでございま

して、決して既に決まっていることを出さなかった

ということではございませんので、ご理解いただき

たいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 今の答弁で一定程度の理解

はいたしますけれども、しかしそのことも私も踏ま

えて話ししているのですけれども、やはり定例会の

場で目の前にあったのに、そのことをやらないで、

今ここで臨時議会というのはおかしいと私は言って

いるのです。だから、もう少し議会に対して前向き

に、やっぱり我々も常に議会軽視という部分につい

ては気をつけていますけれども、我々のチェック機

能が至らないから、こういうことにもなってくるの

かなという、そんな思いもありますので、これ中へ

入りましてまたいろいろと議論させていただきます

けれども、まず私の質問についてはこれで終わりま

す。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） まず、この条例案の内容なの

ですけれども、今前者でもありましたが、この機構

改革というのは大幅な人事と同時に発表されたもの

ですけれども、企画財政課を企画課と財政課にそれ

ぞれ独立させるという内容になっております。でき

れば副市長にお答えいただきたいのですが、何の目

的を持って、どのような効果を考え、そして同時に

市民サービスの観点から必要性がどのようにあるの

か考えているのかをお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 今回の条例改正でござい

ますが、新年度におきまして当市においても、全国

的にもそうでございますが、地方版総合戦略の折り

返しであるということと、当市におきましては第５

次総合計画が大体残り数年でございますので、それ

ぞれ仕上げに向けて取り組んでいかなければならな

いというふうに考えております。また、財政的には

健全財政を維持しているとはいいながらも、今後も

適切な財政運営に真摯に取り組んでいかなければな

らないということでございまして、企画財政課を企

画課と財政課に分けることによりまして、それぞれ

の役割に専心してできるようにということで行政内

の活性化を図り、市民サービスの向上を図ってまい

るという、そのような目的で今回提案させていただ

いたということでございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 目的、効果、必要性というと

ころは、今のように役割が明確になることで総合戦
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略、総合計画等、人口減少対策、各施策が加速して

いく、そういったものにつながるということを述べ

られたのではないかと思います。 

 そこでですけれども、前者の質問の続きのように

もなりますが、一部新聞報道にもありましたけれど

も、遡及適用を考えていたと、専決は考えていなか

ったということを今答弁されたと思います。しかし、

副市長が今おっしゃったような不利益不遡及の原則

は十分わかりますけれども、本当に直後に人事発表

と同時ということでした、議会閉会から。やはりこ

れ議会中にもうこういうことを考えていたというこ

とは明らかではないかと思うわけです。機構改革と

いうのは専権事項だということでしたけれども、や

はり各課の課長さんとか、そういった方々とも意見

交換をしっかりした上で決めていくものであって、

きのう決めて、きょうからやるようなことではない

と思いますが、その辺についてのお考えをお聞きし

たいと思います。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 機構改革につきましては、

首長の専権事項ということでございますが、決して

思いついたようにやったということではございませ

ん。確かに構想としては前々からいろいろ理事者の

中で相談はしてまいりました。ただ、実際の決定と

なりますと、それは議会開会中でもございましたが、

人事案件について何度も何度も打ち合わせをしてい

く中での決定でございまして、それについてはぎり

ぎりだったというふうにお答えするしかないのでご

ざいますが、それはそれとしてやはりその前に、先

ほども申しましたとおり、過去５回の改正の中で４

回機構改革含めて遡及適用ということでやっていた

だいておりましたので、今回についてもそのまま遡

及適用でやりたいということでしたので、このよう

な人事の発表、定例会後の人事及び機構改革の発表

ということでございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 何度も何度も打ち合わせがあ

ったという答弁でしたけれども、直近でいえば平成

23年の産業課を農政課と商工労政観光課に分けたと

き、これ確かに２カ月くらいの遡及があるものでし

た。議事録見ましたけれども、本会議、付託された

総務文教委員会においても質疑なく全会一致で可決

をされておりました。議事録だけ見ればそうなので

すけれども、しかし昨年、一昨年と行政側の提案に

対して順序が違うのではないか、あるいは説明不十

分ではないかというような意見が、それ日本共産党、

私も含めほかの会派からも数回指摘があったのでは

ないかと思います。そういったことが、こういう姿

勢が今回の臨時会の開催ということにつながったの

ではないかと私は思いますけれども、今後こういっ

た姿勢について、例えば条例改正が全く必要がなか

ったという認識なのか、必要性はあるけれども、遡

及対応でできるものだったのかという点では大きく

これ変わってくると思いますので、その辺の姿勢に

ついて今後改めるとか、そういったお気持ちがある

のかないのか最後にお聞きしたいと思います。これ

できれば市長にお願いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 私のほうからお答えさせ

ていただきます。 

 機構改革の条例改正につきましては、私どもとし

ては遡及適用で対応できるというふうに考えており

ました。ただし、今回遡及適用ではまずいのではな

いかという議会のご指摘がございましたので、それ

では今後については遡及適用にはしないということ

で、ただし遡及適用についてはやむを得ない場合、

もしくは住民の利益に資する場合につきましては遡

及適用ということはあるかもございませんが、それ

以外についてはなるべく遡及適用ではなくて、定例

会及び臨時会を開催していただいての提案というふ

うに今後は改めていきたいというふうに考えており

ます。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ほかにないということで、質

疑なしと認めます。 
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 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第206号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 １時２０分 休 憩） 

                       

（午後 ２時１５分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

                       

〇議長（北市勲君） お諮りいたします。ただいま

行政常任委員会、伊藤委員長から議案第206号赤平市

課設置条例の一部改正についての審査報告書が提出

されました。この際、これを日程に追加し、追加日

程第１として直ちに議題といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第206号赤平市課設置条例の一部改正

についてを日程に追加し、追加日程第１とし、直ち

に議題とすることに決定いたしました。 

                       

〇議長（北市勲君） 追加日程第１ 議案第206号赤

平市課設置条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 本案に関する委員長の報告を求めます。行政常任

委員会、伊藤委員長。 

〇行政常任委員長（伊藤新一君） 〔登壇〕 審査

報告を申し上げます。 

 平成29年３月31日に行政常任委員会に付託されま

した議案第206号赤平市課設置条例の一部改正につ

いて、多数意見者の署名を付して報告いたします。 

 審査の経過、平成29年３月31日、委員会を招集し

て審査いたしました。 

 審査の結果、全会一致をもって原案可決と決定し

た次第であります。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第206号について採決をいたしま

す。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案は、委員長報告どおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告どおり決定されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 これをもって、平成29年赤平市議会第１回臨時会

を閉会いたします。 

（午後 ２時１８分 閉 会） 
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